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（訂正）「平成１９年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 
 平成１９年５月１１日に発表いたしました表記開示資料について一部訂正がありましたので

お知らせいたします。 
 

記 

  

１．訂正の内容 

  ４．連結財務諸表の内容の訂正 

    ２３頁 （７）注記事項  ⑦デリバティブ取引関係   

 

２．訂正箇所（訂正箇所は     罫で表示しております） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正前】 

 

⑦デリバティブ取引関係 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項   

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は通貨関連

では為替予約取引等、金利関連では金利スワッ

プ取引であります。 

 利用しているデリバティブ取引は通貨関連

では為替予約取引等、金利関連では金利スワッ

プ取引、商品（船舶燃料）関連では商品先物取

引であります。 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変

動によるリスク回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針であります。 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利・商

品価格の変動によるリスク回避を目的として

おり、投機的な取引は行わない方針でありま

す。 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金

銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的

な利益の確保を図る目的で、また金利関連では

借入金利等の将来の金利市場における利率上

昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金

銭債権債務の為替変動リスクを、金利関連では

借入金利等に対する将来の金利リスクを、また

商品関連では船舶燃料油の価格変動リスクを

回避する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 同左 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 なお、為替予約については振当処理の要件

を充たしている場合は振当処理を、金利スワ

ップについては特例処理の要件を充たして

いる場合には特例処理を採用しております。

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ       

為替予約 

ヘッジ手段……金利スワップ        

為替予約  商品先物 

ヘッジ対象……借入金          

外貨建予定取引 

ヘッジ対象……借入金           

外貨建予定取引 

船舶燃料 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 社内管理規定に基づき、為替相場の変動に

よるリスクを回避するためにデリバティブ

取引を利用しており、投機目的のものではあ

りません。また、金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。 

 社内管理規定に基づき、船舶燃料購入等に

おける価格変動や、為替相場の変動によるリ

スクを回避するためにデリバティブ取引を

利用しており、投機目的のものではありませ

ん。また、金利リスクの低減並びに金融収支

改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行

っております。 



前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、ヘッジ

有効性の判定は省略しております。 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、ヘッジ

有効性の判定は省略しております。 

 なお、商品先物については、ヘッジ対象の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

とを比較し、両者の変動価額等を基礎として

有効性を判定しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリ

スクを、金利スワップ取引は市場金利の変動に

よるリスクを有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関

に限定しているため信用リスクはほとんどな

いと認識しております。 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリ

スクを、金利スワップ取引は市場金利の変動に

よるリスクを有しており、商品先物は船舶燃料

油の価格変動に伴う営業費用（燃料費）の変動

リスクを有しております。 

 なお、デリバティブ取引の相手先倒産等によ

る契約不履行が発生した場合、当社はその取引

によるヘッジ効果を失うといった信用リスク

がありますが、取引相手先は高格付を有する金

融機関や企業に限定しているため、信用リスク

はほとんどないと認識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 同左 

 デリバティブ取引の執行・管理については、

取引権限及び取引限度額を定めた社内ルール

に従い、資金担当部門が決済担当者の承認を得

て行っております。 

  

２．取引の時価等に関する事項 同左 

 当連結会計年度は、デリバティブ取引について

は、すべてヘッジ会計が適用されておりますの

で、記載を省略しております。 

  

  



【訂正後】 

 

⑦デリバティブ取引関係 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項   

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は通貨関

連では為替予約取引等、金利関連では金利ス

ワップ取引であります。 

 利用しているデリバティブ取引は通貨関連で

は為替予約取引等、金利関連では金利スワップ

取引、商品（船舶燃料）関連では商品先物取引

であります。 

 また、余剰資金の運用目的でデリバティブを

組み込んだ複合金融商品を利用しております。

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の

変動によるリスク回避を目的としており、投

機的な取引は行わない方針であります。 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利・商

品価格の変動によるリスク回避を目的としてお

り、デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、

余剰資金の運用目的で行うこととし、リスクの

高い投機的な取引は行わない方針であります。

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建

金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安

定的な利益の確保を図る目的で、また金利関

連では借入金利等の将来の金利市場におけ

る利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ

会計を行っております。 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金

銭債権債務の為替変動リスクを、金利関連では

借入金利等に対する将来の金利リスクを、また

商品関連では船舶燃料油の価格変動リスクを回

避する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 同左 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 なお、為替予約については振当処理の要

件を充たしている場合は振当処理を、金利

スワップについては特例処理の要件を充

たしている場合には特例処理を採用して

おります。 

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ         

為替予約 

ヘッジ手段……金利スワップ           

為替予約  商品先物 

ヘッジ対象……借入金      ヘッジ対象……借入金     

            外貨建予定取引 

 

 

外貨建予定取引 

船舶燃料 

   

  

  



前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

③ ヘッジ方針 

  社内管理規定に基づき、為替相場の変動に

よるリスクを回避するためにデリバティブ

取引を利用しており、投機目的のものでは

ありません。また、金利リスクの低減並び

に金融収支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

③ ヘッジ方針 

  社内管理規定に基づき、船舶燃料購入等に

おける価格変動や、為替相場の変動による

リスクを回避するためにデリバティブ取引

を利用しており、投機目的のものではあり

ません。また、金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘ

ッジを行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、ヘッジ

有効性の判定は省略しております。 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及び

その後も継続して相場変動を完全に相殺す

るものと想定することができるため、ヘッジ

有効性の判定は省略しております。 

 なお、商品先物については、ヘッジ対象の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

とを比較し、両者の変動価額等を基礎として

有効性を判定しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリ

スクを、金利スワップ取引は市場金利の変動に

よるリスクを有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関

に限定しているため信用リスクはほとんどな

いと認識しております。 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリ

スクを、金利スワップ取引は市場金利の変動に

よるリスクを有しており、商品先物は船舶燃料

油の価格変動に伴う営業費用（燃料費）の変動

リスクを有しております。 

 また、デリバティブを組み込んだ複合金融商

品は、為替相場の変動によるリスク及び金利変

動のリスクを有しております。 

 なお、デリバティブ取引の相手先倒産等によ

る契約不履行が発生した場合、当社はその取引

によるヘッジ効果を失うといった信用リスク

がありますが、取引相手先は高格付を有する金

融機関や企業に限定しているため、信用リスク

はほとんどないと認識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 同左 

 デリバティブ取引の執行・管理については、

取引権限及び取引限度額を定めた社内ルール

に従い、資金担当部門が決済担当者の承認を得

て行っております。 

  

 

 

 

 

 

  



２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

複合金融商品関連 

    

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
取引の

種類 

契約額等 

（千円） 

契約額等の

うち１年超 

（千円） 

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超 

（千円）

時価 

（千円） 

評価損益

（千円）

複合

金融

商品 

            

市場

取引

以外

の取

引 
その

他 
－ － － － 200,000 200,000 190,900 △9,100

合計 － － － － 200,000 200,000 190,900 △9,100

（注）１．時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．評価は測定可能ですが、組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、

当該金融商品全体を時価評価し、評価損益を営業外費用に計上しております。 

３．契約額等には、当該複合金融商品の購入金額を記載しております。 

４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 
以上 


